
登
録
点
検
事
業
者
等
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
表

○
登
録
点
検
事
業
者
等
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
七
十
六
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
四
号

登
録
点
検
事
業
者
等
が
行
う
点
検
の
実
施
項
目
（
第
九
条
第
一
項

別
表
第
四
号

登
録
点
検
事
業
者
等
が
行
う
点
検
の
実
施
項
目
（
第
九
条
第
一
項

関
係
）

関
係
）

第
一

無
線
従
事
者
の
資
格
及
び
員
数

第
一

無
線
従
事
者
の
資
格
及
び
員
数

（
略
）

（
略
）

第
二

法
第
六
十
条
の
時
計
及
び
備
付
書
類

第
二

法
第
六
十
条
の
時
計
及
び
備
付
書
類

点
検
の
種
別

点
検
の
項
目

点
検
の
種
別

点
検
の
項
目

イ

（
略
）

イ

（
略
）

一

法
第
十
条
第
二
項
の

一

法
第
十
条
第
二
項
の

ロ

無
線
検
査
簿
の
備
付
け
の
確
認

点
検

ロ

（
略
）

点
検

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

ニ

（
略
）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

二

法
第
七
十
三
条
第
三

二

法
第
七
十
三
条
第
三

ハ

無
線
検
査
簿
の
備
付
け
の
確
認

項
の
点
検

ハ

（
略
）

項
の
点
検

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

ホ

（
略
）

別
表
第

五
号

登
録
点
検
結
果
通
知
書
の
様
式

（第
11

条
関
係

）

別
表
第
五
号

登
録
点
検
結
果
通
知
書
の
様
式

（第
11

条
関
係

）

法
第

10
第

2
項

法
第

18
条
第

2
項
及
び
法
第

73
条
第

3
項
の
点
検
を

（同
左

）
、

依
頼
し

た
者
あ
て
に
通
知
す
る
登
録
点
検
結
果
通
知
書

（総
合
通
信
局
長
が

こ
、

の
様

式
に

代
わ

る
も

の
と

し
て

認
め

た
場

合
は

そ
れ

に
よ

る
こ

と
が

で
き

る
、



）

。

（１
枚
目

）

（１
枚
目

）

年
月

日
年

月
日

登
録

点
検

結
果

通
知

書
登

録
点

検
結

果
通

知
書

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

第
１

無
線
従
事
者
の
資
格
及
び
員
数

第
１

無
線
従
事
者
の
資
格
及

び
員
数

１

～６

（略

）

（略

）

１

～６

（略

）

（略

）

第
２

時
計
及
び
書
類

第
２

時
計
及
び
書
類

１
・
２

（略

）

（略
）

１
・
２

（略

）

（略

）

３
無

線
業

務
日

誌
の

備
付

備
付
け

有
□

無
□

免
除
□

３
無
線
検
査
簿
の
備
付
け

備
付

け
有
□

無
□

免
除
□

け
記
載
内
容
及
び
保

存
保
存

有
□

無
□

４
無

線
業

務
日

誌
の

備
付

備
付
け

有
□

無
□

免
除
□

、

記
載
内
容

け
記
載
内
容
及

び
保
存

保
存

有
□

無
□

、

記
載
内
容

４
そ
の
他
の
書
類
の
備
付

備
付
書
類

現
行
化

５
そ

の
他

の
書

類
の

備
付

備
付
け
書
類

現
行
化

け
さ
れ

て
い
る

□
け

さ
れ
て
い
る

□

さ
れ
て
い
な
い

□
さ
れ
て
い
な
い
□

注
１
・

２

（略

）

注
１
・
２

（略

）


